
福

祉

申
請
は
お
早
め
に

福
祉
医
療
費
制
度

「
子
ど
も
」「
重
度
心
身
障
害
者

（
高
齢
重
度
障
害
者
を
含
む
）」「
母

子
お
よ
び
父
子
家
庭
等
」を
対
象
に
、

保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成

し
ま
す
。

県
内
の
医
療
機
関
に
か
か
る
場

合
、
健
康
保
険
証
と
「
福
祉
医
療
費

受
給
資
格
者
証
」
を
提
示
す
る
と
、

自
己
負
担
が
無
料
に
な
り
ま
す
。
対

象
者
お
よ
び
申
請
に
必
要
な
も
の

は
、
福
祉
医
療
費
制
度
の
概
要
の
と

お
り
で
す
。

申
請
し
た
日
か
ら
該
当
と
な
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

●
母
子
お
よ
び
父
子
家
庭
等
の
皆
さ

ん
へ福

祉
医
療
費
制
度
の
「
母
子
お
よ

び
父
子
家
庭
等
」に
該
当
す
る
人
は
、

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
交
付

し
ま
す
の
で
、
７
月
31
日
（
木
）
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期

間
は
、
平
成
20
年
８
月
１
日
か
ら
平

成
21
年
７
月
31
日
（
平
成
２
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
３
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
子
ど
も
は
、
平
成
21
年
３
月
31

日
）
ま
で
で
す
。

な
お
、
現
在
該
当
の
人
は
、
７
月

102008.７

中
に
通
知
を
発
送
し
ま
す
。

▼
資
格
要
件

・
18
歳
未
満
の
子
ど
も
（
18
歳
に
達

す
る
日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
を
扶
養
し
て
い
る
母
子
・
父
子

家
庭

・
18
歳
未
満
で
父
母
の
い
な
い
子
ど

も
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
）

＊
い
ず
れ
も
前
年
度
所
得
税
が
非
課

税
の
人
。
な
お
、
事
実
上
の
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
人
は
該
当

に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証
②
印
鑑
③
１
月
１
日

以
降
に
転
入
し
た
人
は
、
平
成
20
年

度
の
所
得
の
証
明
書
（
平
成
19
年
中

の
所
得
と
控
除
が
わ
か
る
も
の
）
④

戸
籍
謄
本
（
吉
岡
町
に
本
籍
の
あ
る

人
は
不
要
）

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
保
険
室
　

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
８
）
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区 分 対 象 者 申請に必要なもの

重度心身障害者
（高齢重度障害者含む）

母子・父子家庭等

子ども
０歳～中学校３年生まで
（３歳誕生月の翌月１日
に更新します）

障害年金１級

療育手帳A判定

特別児童扶養手当１級

障害者自立支援法施行令
第１条第３号に規定する
精神通院医療適用者
※精神通院のみ

・18歳未満の児童を扶養して
いる母子・父子家庭
・両親のいない児童(18歳未満)
※所得税非課税者

身体障害者手帳１・２・３級
※３級は入院のみ

・健康保険証
・印鑑

・障害年金証書
・健康保険証
・印鑑

・身体障害者手帳
・健康保険証
・印鑑

・健康保険証
・印鑑
・戸籍謄本

・療育手帳
・健康保険証
・印鑑

・特別児童扶
養手当証書

・健康保険証
・印鑑

・自立支援医療受
給者証（精神通院）

・健康保険証
・印鑑

人

事

８
月
１
日
〜
14
日
受
付

吉
岡
町
職
員
採
用
試
験

町
で
は
、
平
成
21
年
度
に
採
用
す

る
町
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
職
務
内
容

一
般
行
政
事
務

▼
採
用
予
定
人
員

若
干
名

▼
受
験
資
格

①
昭
和
58
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
３

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

②
日
本
国
籍
を
有
す
る
人

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に

該
当
す
る
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

▼
試
験
日
／
場
所

【
第
１
次
試
験
】
９
月
21
日(

日)

／

吉
岡
町
役
場

【
第
２
次
試
験
】
10
月
中
下
旬
／
吉

岡
町
役
場

▼
試
験
内
容

【
第
１
次
試
験
】
教
養
試
験(

高
等
学

校
卒
業
程
度)

【
第
２
次
試
験
】
適
性
試
験
・
論
文

試
験
・
面
接
試
験
な
ど

▼
申
込
用
紙
配
布

７
月
14
日(

月)

か
ら
役
場
総
務
政
策
課
で
配
布

※
土
・
日
曜
日
・
祝
日
は
除
く

▼
申
込
受
付

８
月
１
日(
金)

〜
８

月
14
日(

木)

午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分
※
土
・
日
曜
日
を
除
く

▼
申
込
・
問
合
せ
先

役
場
総
務
政
策
課
庶
務
行
政
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
２
１)
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今月の納税
固定資産税・・・・・２期
国民健康保険税・・・４期
介護保険料・・・・・４期
後期高齢保険料・・・１期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　７月31日(木)

福

祉

ふ
れ
あ
い
と
対
話
が
築
く
明
る
い
社
会

７
月
は
”社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
“
強
調
月
間

法
務
省
主
唱
の
”
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
“
の
強
調
月
間
が
、
７
月

１
日
か
ら
一
ヶ
月
間
全
国
一
斉
に
展

開
さ
れ
ま
す
。
今
年
で
58
回
目
を
迎

え
る
こ
の
運
動
は
、
す
べ
て
の
国
民

が
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合

わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い

社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運

動
で
す
。

罪
を
犯
し
た
人
や
非
行
を
し
た
少

年
も
い
ず
れ
は
地
域
に
戻
り
、
地
域

の
一
員
と
し
て
生
活
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
の
で
、
そ
の
更
生

を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に

は
、
本
人
の
意
欲
と
併
せ
、
本
人
を

取
り
巻
く
地
域
社
会
の
理
解
と
協
力

が
不
可
欠
で
す
。

特
に
、
急
速
な
社
会
の
変
化
の
中

で
、
住
民
同
士
の
ふ
れ
あ
い
や
親
子

の
対
話
が
減
る
な
ど
、
地
域
社
会
や

家
庭
が
従
来
持
っ
て
い
た
犯
罪
抑
止

力
や
教
育
力
と
い
っ
た
「
地
域
力
」

の
低
下
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
現
状

で
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
社

会
が
一
体
と
な
っ
て
こ
う
し
た
問
題

に
取
り
組
み
、
希
薄
と
な
っ
た
地
域

の
連
帯
や
家
族
の
絆
を
取
り
戻
し
、

夢
や
希
望
を
持
っ
て
お
互
い
に
支
え

合
い
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

明
る
い
地
域
を
つ
く
る
こ
と
に
努
め

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
年
は
運
動
の
「
重
点

目
標
」
・
「
統
一
標
語
」
を
次
の
と

お
り
と
し
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明

る
い
社
会
づ
く
り
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
お
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

重
点
目
標

犯
罪
・
非
行
の
防
止
と

更
生
の
援
助
の
た
め
、
地
域
住
民
の

理
解
と
参
加
を
求
め
る

統
一
標
語

防
ご
う
犯
罪
と
非
行

助
け
よ
う
立
ち
直
り

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
、
罪
を
犯

し
た
人
や
少
年
の
立
ち
直
り
を
助
け

ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
１
）

農

業

期
限
内
に
申
請
を

農
振
除
外
申
請
の
追
加
受
付

町
で
は
、
年
１
回
２
月
に
申
請
の

受
付
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
受

付
分
の
審
査
お
よ
び
協
議
に
大
幅
な

遅
れ
が
生
じ
、
申
請
者
の
皆
さ
ま
に

は
、
多
大
な
ご
迷
惑
を
掛
け
て
お
り

ま
す
こ
と
を
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
。

そ
こ
で
、
本
年
２
月
の
受
付
を
す

で
に
終
了
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
前
述
の
理
由
に
よ
り
受
付
保
留

の
状
態
で
あ
る
た
め
、
追
加
の
申
請

を
受
付
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
来
年
の
申
請
受
付
は
、
４

月
に
す
る
予
定
で
す
。

な
お
、「
農
業
振
興
地
域
の
整
備

に
関
す
る
法
律
」
は
、
農
業
振
興
地

域
に
お
け
る
優
良
農
地
を
確
保
し
、

農
業
の
健
全
な
発
展
と
振
興
の
た

め
、
他
用
途
へ
の
転
用
な
ど
を
制
限

す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
法
律
で

す
。
そ
の
た
め
、
申
請
し
て
も
計
画

変
更
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
さ
な
け

れ
ば
除
外
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
過
去
に
除
外
を
さ
れ
、
現
在
農

地
転
用
を
さ
れ
て
い
な
い
土
地
（
い

わ
ゆ
る
農
振
白
地
農
地
）
な
ど
を
お

持
ち
の
人
は
、
新
た
に
申
請
し
て
も

許
可
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
期
間

８
月
１
日
（
金
）
〜
29
日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

※
受
付
期
間
外
の
申
請
は
、
受
理
で

き
ま
せ
ん
。

▼
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
受
付
・
問
合
せ
先

役
場
産
業
建
設
課
産
業
振
興
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
６
７
）


